
 

令和５年１２月１２日 厚生委員会 

 

市民生活部市民課 

 

 

議 案 説 明 資 料 

 

１ 議案第７６号 田川市印鑑条例の一部改正について            … Ｐ１ 

 

２ 議案第７７号 田川市国民健康保険税条例の一部改正について  … Ｐ９  



議案第７６号 田川市印鑑条例の一部改正について 

１ コンビニ交付について 

⑴ 概要 

   コンビニ交付サービスは、個人番号カードを利用して、全国の主要なコンビニエン

スストア等に設置している多機能端末機から、各種証明書を取得することができるサ

ービスである。 

⑵ 利用方法 

   別紙１のとおり 

⑶ 開始時期 

   令和６年３月１日（予定） 

⑷ 発行対象証明書 

  ア 住民票の写し 

  イ 印鑑登録証明書 

  ウ 税証明書（予定） 

⑸ 利用時間 

午前６時３０分から午後１１時まで（１２月２９日から１月３日まで及びシステム

メンテナンス日を除き無休） 

 ⑹ セキュリティ対策 

  ア 申請から証明書の受領までの全ての手続をコンビニエンスストア等店舗の多機能

端末機で本人が行うため、周りの人の目に触れず安心して証明書を取得することが

できる。 

  イ 個人番号カード、証明書等の忘れ物を防ぐため、多機能端末機の画面、音声、ア

ラーム等で取り忘れ防止対策を実施している。 

  ウ システム内のネットワークは、専用の通信ネットワークを利用しているほか、  

通信内容の暗号化を実施しており、個人情報漏えいの防止対策を講じている。 

  エ 証明書には、高度な偽造、改ざんを防止する技術が採用されている。 

⑺ 個人番号カードを利用したコンビニ交付についての根拠法令 

   電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成 

１４年法律第１５３号） 
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２ 田川市印鑑条例の一部改正について 

⑴ 改正理由 

   個人番号カードを利用して、コンビニエンスストア等において各種証明書が取得で

きるようにするとともに、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関す

る法律」の施行に伴い、スマートフォンに搭載された電子証明書（以下「スマホ用電

子証明書」という。）による交付手続を可能とするため、所要の改正をしようとする

もの 

⑵ 改正内容 

  ア 現在窓口では、印鑑登録証明書を取得する際は、印鑑登録証が必要となるが、今

回の改正では、申請者本人に限り、窓口でも個人番号カードを提示し、当該個人番

号カードに係る暗証番号（利用者証明用電子証明書）の確認を受けた場合は、登録

証の添付を省略することができる。【改正条例第１条関係】 

イ コンビニ交付の導入に伴い、多機能端末機から印鑑登録証明書の申請及び発行の

手続を可能とする。【改正条例第１条関係】 

  ウ 多機能端末機での手続において、スマホ用電子証明書を利用した印鑑登録証明書

の交付申請を可能とする。【改正条例第２条関係】 

⑶ 施行期日 

   令和６年３月１日。ただし、スマホ用電子証明書に係る部分の改正（改正条例第２

条関係）については、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定

める日から施行する。 

⑷ 改正による影響等 

   個人番号カードを利用して、全国の最寄りのコンビニ等の多機能端末機から、本市

が発行する証明書を市役所の開庁・閉庁に関わらず、早朝から夜間（午前６時３０分

から午後１１時まで）にかけて取得することができることにより、市民の利便性向上

に寄与することができる。 

 ⑸ 参考 

ア 利用者証明用電子証明書について 

    利用者証明用電子証明書とは、公的個人認証サービス（インターネットを通じて

行政手続等を行う際に、他人によるなりすまし、データの改ざんを防ぐために用い

られる本人確認の手段をいう。）において発行される電子証明書のことである。 
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  イ スマホ用電子証明書について 

   （ア） 概要 

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による、「電

子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」の一部

改正に伴い、個人番号カード用の利用者証明用電子証明書とは別に、新たにスマ

ホ用電子証明書として、移動端末設備（スマートフォン）用の利用者証明用電子

証明書が創設された。 

このことにより、本市においても多機能端末機での印鑑登録証明書の交付につ

いて、個人番号カードを利用した交付に併せて、移動端末設備（スマートフォン）

を利用しての交付を可能とするため、田川市印鑑条例の改正を行う。 

           個人番号カード用利用者証明用電子証明書 

          （従来の利用者証明用電子証明書） 

利用者証明用電子証明書  

           移動端末設備用利用者証明用電子証明書 

          （スマートフォン内蔵型の利用者証明用電子証明書） 

（イ） スマホ用電子証明書の設定手順（スマートフォンがスマホ用電子証明書の

搭載に対応している場合） 

     ａ スマートフォンに専用アプリ（マイナポータルアプリ）をダウンロードす

る。 

     ｂ オンラインでスマホ用電子証明書に関する設定を行う。オンラインで設定

を行うため、窓口への来所は不要である。 

⑹ 新旧対照表 

   別紙２のとおり 
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コンビニ交付利用イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
⑴ 個人番号カードを持ってコンビニへ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

⑵ コンビニ内の多機能端末機を操作す

る。 

⑶ 個人番号カードを読み取り部にかざ

し、４桁の暗証番号（利用者証明用電

子証明書）を入力する。 

⑷ 必要な証明書を選択し、部数等を選択

する。 

⑸ 手数料を支払う。 ⑹ 多機能端末機から証明書が出力され

る。 

別紙１ 
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○
田
川
市
印
鑑
条
例
（
昭
和
５
２
年
条
例
第
９
号
）
新
旧
対
照
表
【
第
１
条
関
係
】

 

新
（
改
正
案
）

 
旧
（
現
行
）

 

第
１
条
か
ら
第
１
３
条
ま
で

 
略

 

（
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
）

 

第
１
４
条

 
略

 

２
 
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
２
５
年
法
律
第
２
７
号
）
第

２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
以
下
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
登
録
者
が
自
ら
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
添
え
前
項
の
規
定

に
よ
る
申
請
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
係
る
暗
証
番
号

（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関

す
る
法
律
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
３
号
。
以
下
「
公
的
個
人
認
証
法
」
と
い

う
。
）
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
利
用
者
符
号
を
利
用
す
る
た
め

に
用
い
る
暗
証
番
号
を
い
う
。
）
の
確
認
を
受
け
た
場
合
は
、
登
録
証
の
添
付
を

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
代
理
人
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

４
 
市
長
は
、
登
録
者
又
は
そ
の
代
理
人
か
ら
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ

た
と
き
は

 
当
該
申
請
書
と
登
録
証
及
び
印
鑑
票
を
、
登
録
者
か
ら
第
２
項
の
規

定
に
基
づ
き
登
録
証
の
添
付
を
省
略
し
た
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ

た
と
き
は
当
該
申
請
書
と
個
人
番
号
カ
ー
ド
及
び
印
鑑
票
を
、
そ
れ
ぞ
れ
照
合

第
１
条
か
ら
第
１
３
条
ま
で

 
略

 

（
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
）

 

第
１
４
条

 
略

 

          ２
 
前
項

 
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
代
理
人
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
市
長
は
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
前
２
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ

た
と
き
は
、
当
該
申
請
書
と
登
録
証
及
び
印
鑑
票
を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
照
合

【別紙２】
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新
（
改
正
案
）

 
旧
（
現
行
）

 

し
、
当
該
申
請
が
適
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
印

鑑
登
録
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
多
機
能
端
末
機
を
介
し
た
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
）

 

第
１
５
条

 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
登
録
者
で
あ
っ
て
個
人
番
号
カ
ー
ド
の

交
付
を
受
け
た
も
の
は
、
当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
公
的
個
人
認
証
法
第
２
２
条

第
１
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に

限
る
。
）
を
利
用
し
て
、
多
機
能
端
末
機
（
本
市
の
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回

線
に
よ
り
接
続
さ
れ
た
端
末
機
で
あ
っ
て
、
利
用
者
が
必
要
な
操
作
を
行
う
こ
と

に
よ
り
自
動
的
に
証
明
書
等
を
交
付
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
介
し
て
、
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
の
申
請
が
適
当
で
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
多
機
能
端
末
機
を
介
し
て
印
鑑
登
録
証
明
書
を
交
付
す
る

も
の
と
す
る
。

 

（
印
鑑
登
録
証
明
の
拒
否
）

 

第
１
６
条

 
市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
印
鑑
登
録
証

明
を
し
な
い
。

 

⑴
 
登
録
証
又
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
提
出
が
な
い
と
き
。

 

⑵
 
提
出
さ
れ
た
登
録
証
又
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
が
著
し
く
汚
損
し
、
又
は
毀
損

し
、
識
別
が
困
難
で
あ
る
と
き
。

 

し
、
当
該
申
請
が
適
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
印

鑑
登
録
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

           

（
印
鑑
登
録
証
明
の
拒
否
）

 

第
１
５
条

 
市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
印
鑑
登
録
証

明
を
し
な
い
。

 

⑴
 
登
録
証

 
 

 
 

 
 

 
 

 
の
提
出
が
な
い
と
き
。

 

⑵
 
提
出
さ
れ
た
登
録
証

 
 

 
 

 
 

 
 

 
が
著
し
く
汚
損
し
、
又
は
毀
損

し
、
識
別
が
困
難
で
あ
る
と
き
。
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新
（
改
正
案
）

 
旧
（
現
行
）

 

⑶
及
び
⑷

 
略

 

（
閲
覧
の
禁
止
）

 

第
１
７
条

 
略

 

（
質
問
調
査
）

 

第
１
８
条

 
略

 

（
田
川
市
行
政
手
続
条
例
の
適
用
除
外
）

 

第
１
９
条

 
略

 

（
規
則
へ
の
委
任
）

 

第
２
０
条

 
略

 

⑶
及
び
⑷

 
略

 

（
閲
覧
の
禁
止
）

 

第
１
６
条

 
略

 

（
質
問
調
査
）

 

第
１
７
条

 
略

 

（
田
川
市
行
政
手
続
条
例
の
適
用
除
外
）

 

第
１
８
条

 
略

 

（
規
則
へ
の
委
任
）

 

第
１
９
条

 
略
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○
田
川
市
印
鑑
条
例
（
昭
和
５
２
年
条
例
第
９
号
）
新
旧
対
照
表
【
第
２
条
関
係
】

 

新
（
改
正
案
）

 
旧
（
現
行
）

 

第
１
条
か
ら
第
１
４
条
ま
で

 
略

 

（
多
機
能
端
末
機
を
介
し
た
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
）

 

第
１
５
条

 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
登
録
者
で
あ
っ
て
個
人
番
号
カ
ー
ド
の

交
付
を
受
け
た
も
の
は
、
当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
公
的
個
人
認
証
法
第
２
２
条

第
１
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
記
録

し
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
移
動
端
末
設
備
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
５
９
年

法
律
第
８
６
号
）
第
１
２
条
の
２
第
４
項
第
２
号
ロ
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備

で
あ
っ
て
、
公
的
個
人
認
証
法
第
３
５
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設

備
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
利
用

し
て
、
多
機
能
端
末
機
（
本
市
の
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
に
よ
り
接
続
さ

れ
た
端
末
機
で
あ
っ
て
、
利
用
者
が
必
要
な
操
作
を
行
う
こ
と
に
よ
り
自
動
的
に

証
明
書
等
を
交
付
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
介
し
て
、

印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
略

 

第
１
６
条
か
ら
第
２
０
条
ま
で

 
略

 

第
１
条
か
ら
第
１
４
条
ま
で

 
略

 

（
多
機
能
端
末
機
を
介
し
た
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
）

 

第
１
５
条

 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
登
録
者
で
あ
っ
て
個
人
番
号
カ
ー
ド
の

交
付
を
受
け
た
も
の
は
、
当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
公
的
個
人
認
証
法
第
２
２
条

第
１
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
が
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
利
用

し
て
、
多
機
能
端
末
機
（
本
市
の
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
に
よ
り
接
続
さ

れ
た
端
末
機
で
あ
っ
て
、
利
用
者
が
必
要
な
操
作
を
行
う
こ
と
に
よ
り
自
動
的
に

証
明
書
等
を
交
付
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
介
し
て
、

印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
略

 

第
１
６
条
か
ら
第
２
０
条
ま
で

 
略
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議案第７７号 田川市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

１ 改正理由 

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正

する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（令和５年政令第２４３号）

の一部が、令和６年１月１日に施行されることに伴い、田川市国民健康保険税条例を 

改正する必要が生じた。 

 

２ 改正の内容 

１⑴ 子育て世帯の経済的負担を軽減するため、国民健康保険世帯において、出産する被

保険者に係る産前産後期間の所得割額及び均等割額を４か月分免除する。 

２⑵ 免除規定新設に伴い届出規定を追加する。 

３⑶ 施行日 令和６年１月１日 

 

３ 改正による影響及び効果 

別紙３のとおり 

 

４ 新旧対照表 

別紙４のとおり 
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【別紙３】 

田川市国民健康保険税条例の一部改正について  

 

１  改正の内容  

１⑴  免除について  

国民健康保険の被保険者の出産予定月の前月から４か月間の所得割と均等割

を免除する。（双子等の多胎妊娠の場合は、出産予定月の３か月前から６か月間）  

 

 

 

  

  

 

  

２⑵  届出について  

国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、必要

事項を記載した届書を市長に提出しなければならない（出生届の際に市民課窓口

で届出の案内を行うこととしている）。  

 

２  改正の経緯  

  厚生年金、健康保険および国民年金において、既にこの免除制度があることを  

踏まえ、国民健康保険においても同様の配慮を求める附帯決議が国会で採択され、

子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的に、法改正により制度が創設される

こととなった。  

 

３  施行日  

  令和６年１月１日  

※ただし、施行日前の出産であっても、免除期間が施行日以後に含まれる場合は免

除対象となる（例えば、単胎妊娠で令和５年１１月に出産した場合は、令和６年１

月分が免除となる）。  

 

４  改正の影響  

１⑴  減免額補填の負担割合は、国が１／２、県が１／４、市が１／４  

⑵  市負担分の１／４は、地方交付税措置あり。  

⑶  国は、対象者一人当たりの免除額を平均２万７千円程度と推計している。  

 

５  本市の見込額（概算）  

 ⑴  令和４年度国民健康保険出産者数実績（年報資料より）  

４２人（令和５年１月～３月出産者は、１１人）  

 ⑵  令和５年度の免除額推計（１月～３月の３ヶ月間）  

   ２９７，０００円（１１人×２７，０００円）  

 ⑶  令和６年度の免除額推計（４月～３月の１２ヶ月間）  

   １，１３４，０００円（４２人×２７，０００円）  

（例）出産予定日が8月12日の場合

月 4月 5月 6月 7月 8月
（予定）

9月 10月 11月 12月

単胎妊娠
（4ヶ月間）

免除 免除 免除 免除

多胎妊娠
（6ヶ月間）

免除 免除 免除 免除 免除 免除
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○
田
川
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
（
平
成
２
１
年
条
例
第
５
号
）
新
旧
対
照
表

 

新
（
改
正
案
）

 
旧
（
現
行
）

 

第
１
条
か
ら
第
２
３
条
ま
で

 
略

 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）

 

第
２
４
条

 
略

 

２
 
略

 

３
 
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
世
帯
に
地
方
税
法
施
行
令
第
５
６
条
の

８
９
第
４
項
に
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
（
以
下
「
出
産
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）

が
属
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
所
得
割
額
及
び

被
保
険
者
均
等
割
額
（
第
１
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
は
、
当
該
所
得
割
額
及

び
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。

 

１
⑴

 
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
額

 
当

該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
所
得
割
額
の

 

１
２
分
の
１
の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
出
産
の
予
定
日
（
地
方
税
法
施

行
規
則
第
２
４
条
の
３
０
の
５
に
定
め
る
場
合
に
は
、
出
産
の
日
。
以
下
同

じ
。
）
の
属
す
る
月
（
以
下
「
出
産
予
定
月
」
と
い
う
。
）
の
前
月
（
多
胎
妊
娠

の
場
合
に
は
、
３
月
前
）
か
ら
出
産
予
定
月
の
翌
々
月
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
産

前
産
後
期
間
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た

第
１
条
か
ら
第
２
３
条
ま
で

 
略

 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）

 

第
２
４
条

 
略

 

２
 
略

 

              

【別紙４】
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新
（
改
正
案
）

 
旧
（
現
行
）

 

額
 

２
⑵

 
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額

 
当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第
５
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
被
保

険
者
均
等
割
額
（
第
１
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
の
１
２
分
の
１
の
額

に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月

数
を
乗
じ
て
得
た
額

 

３
⑶

 
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

の
所
得
割
額

 
当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し

た
所
得
割
額
の
１
２
分
の
１
の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期

間
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

 

４
⑷

 
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

の
被
保
険
者
均
等
割
額

 
当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第
８
の
規
定
に
よ
り

算
定
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
（
第
１
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も

の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
の
１
２

分
の
１
の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度

に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

 

５
⑸

 
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
介
護
納
付
金
課
税
額
の
所
得
割

額
 
当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
所
得
割
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新
（
改
正
案
）

 
旧
（
現
行
）

 

額
の
１
２
分
の
１
の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち

当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

 

６
⑹

 
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
介
護
納
付
金
課
税
額
の
被
保
険

者
均
等
割
額

 
当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第
１
０
条
の
規
定
に
よ
り
算
定

し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
（
第
１
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
の
１
２
分
の

１
の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度
に
属

す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

 

（
出
産
被
保
険
者
に
係
る
届
出
）

 

第
２
５
条
の
３

 
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
は
、
出
産
被
保
険
者
が
世
帯

に
属
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
市
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

１
⑴

 
納
税
義
務
者
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
２
５
年
法
律
第
２
７
号
）
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）

 

１
⑵

 
出
産
被
保
険
者
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号

 

３
⑶

 
出
産
の
予
定
日

 

４
⑷

 
単
胎
妊
娠
又
は
多
胎
妊
娠
の
別
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新
（
改
正
案
）

 
旧
（
現
行
）

 

５
⑸

 
そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

 

２
 
前
項
の
届
書
の
提
出
に
当
た
り
、
当
該
納
税
義
務
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

１
⑴

 
出
産
の
予
定
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

 

２
⑵

 
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

 

３
⑶

 
出
産
後
に
前
項
に
規
定
す
る
届
出
を
行
う
場
合
に
は
、
出
産
し
た
被
保
険

者
と
当
該
出
産
に
係
る
子
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
出
産
被
保
険
者
の
出
産
の
予
定
日
の
６
月

前
か
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

４
 
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
長
が
、
当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
い
て
同

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
お
い
て
明
ら
か
に

す
べ
き
事
項
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

                  

 

14


